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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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▲

申し込み・問い合わせ　建築住宅課　☎73-3044
空き家管理のお手伝いをしてみませんか

住宅の耐震対策を支援します

▲

申し込み・問い合わせ　建築住宅課　☎73－3044

空
き
家
の
近
隣
の
人
へ

　
空
き
家
を
適
切
に
管
理
す
る
責
任
は
、
空

き
家
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
に
あ
り
ま
す
。

近
隣
同
士
の
問
題
は
、
た
と
え
そ
れ
が
空
き

家
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
間
で
解
決
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
所
有
者
な
ど
の
連
絡
先

を
知
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
事
者
同
士
で
話

し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
所
有
者
が
不
明
の
場
合
は
、
法
務

局
で
登
記
事
項
を
閲
覧
す
れ
ば
所
有
者
が
確

認
で
き
ま
す
。
複
雑
な
場
合
は
、
弁
護
士
や

司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

空
き
家
問
題
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
所
有
者
な
ど
に
対
し
て
適
切
な

管
理
の
お
願
い
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

お
願
い
に
は
強
制
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
「
空

家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」

に
基
づ
く
措
置
は
、
空
き
家
を
放
置
す
る
こ

と
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
場
合
（
倒
壊
に

よ
り
公
道
の
通
行
人
に
著
し
い
危
険
が
及
ぶ

場
合
な
ど
）
に
限
り
行
う
も
の
で
す
。

　
隣
地
の
空
き
家
ト
ラ
ブ
ル
対
応
は
、
民
法

に
基
づ
く
民
事
的
手
法
が
、
解
決
へ
の
一
番

の
近
道
で
す
。

相
談
窓
口

　
建
築
住
宅
課
で
は
、
空
き
家
な
ど
の
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
相
談
い
た
だ
い
た
内

容
に
応
じ
て
、
関
連
部
署
と
連
携
し
対
応
し

ま
す
。

　近
い
将
来
、
発
生
が
予
想
さ
れ
る
南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
備
え
、
住
宅
の
所
有

者
ま
た
は
居
住
者
が
耐
震
対
策
を
実
施
し

た
場
合
に
、
一
定
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

　
耐
震
対
策
に
は
、
地
震
に
対
す
る
住
宅

の
耐
力
を
判
定
す
る
「
耐
震
診
断
」
と
、

そ
の
耐
震
診
断
に
基
づ
い
て
計
画
さ
れ
た

耐
震
補
強
を
行
う
「
耐
震
改
修
」
が
あ
り

ま
す
。

対
象
者

　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
ま
た
は
所

有
者
の
承
諾
を
得
た
人
で
、
市
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
人

対
象
と
な
る
住
宅

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
一
戸
建
住
宅
、
長
屋
、
併
用
住
宅

（
居
住
部
分
が
2
分
の
1
以
上
の
も

の
）

・
耐
震
対
策
を
行
っ
た
後
も
居
住
の
場
と

し
て
利
用
さ
れ
る
も
の

・
耐
震
改
修
工
事
な
ど
に
つ
い
て
は
、
事

前
に
行
っ
た
耐
震
診
断
に
よ
り
倒
壊
す

る
可
能
性
が
高
い
、
ま
た
は
倒
壊
す
る

可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の

・
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
違
反
が

な
い
こ
と

・
過
去
に
同
一
事
業
の

補
助
を
受
け
て
い
な

い
こ
と

注
意
事
項

・
申
請
前
に
事
業
に
着
手
し
た
場
合
は
、

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
各
要
件
の
確
認
や
手
続
き
方
法
の
説
明

の
た
め
、
必
ず
、
申
請
の
前
に
申
込
書

を
建
築
住
宅
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
耐
震
診
断
は
、
耐
震
診
断
技
術
者
（
建

築
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
所
定
の
講

習
を
受
講
し
た
者
、
ま
た
は
構
造
設
計

一
級
建
築
士
）
が
行
う
も
の
で
す
。

・
耐
震
改
修
の
施
工
は
、
県
内
に
本
店
ま

た
は
営
業
所
を
設
け
て
い
る
事
業
者
に

限
り
ま
す
。

・
リ
フ
ォ
ー
ム
を
併
せ
て
行
う
場
合
は
、

耐
震
改
修
な
ど
に
要
す
る
費
用
の
み
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

・
予
定
件
数
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
を

締
め
切
り
ま
す
。

申
請
期
限
　
12
月
16
日
（
金
）

お知らせ

補
助
金
額

※借家も対象となる場合があります。
　詳しくは、建築住宅課へお問い合わせください。

＜対象となる耐震対策＞

耐震診断

耐震改修工事 費用の100万円まで全額補助

費用の50万円まで全額補助

費用の20万円まで全額補助

項目 補助金額

簡易な耐震
改修工事
耐震シェルター・
ベッド

費用の90％を補助
（上限9万円）

空
き
家
等
管
理
事
業
者
の
募
集
と
紹
介

　
空
き
家
を
管
理
で
き
る
市
内
の
登
録
事
業

者
を
所
有
者
へ
紹
介
す
る
制
度
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
空
き
家
の
管
理
で
お
悩
み
の
人
は
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
空
き
家
の

管
理
に
必
要
な
業
務
を
し
て
い
る
事
業
者
は
、

ぜ
ひ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
事
業
者
へ
の
依
頼
方
法

　
登
録
事
業
者
の
名
称
や
所
在
地
、
連
絡
先
、

業
務
区
域
、
管
理
事
業
の
内
容
な
ど
の
一
覧

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
建
築
住
宅
課
窓
口
で

公
表
し
て
い
ま
す
。
空
き
家
の
所
有
者
や
管

理
者
か
ら
直
接
事
業
者
に
連
絡
し
、
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

※
料
金
や
管
理
内
容
な
ど
の
契
約
に
関
し
、
市
は
一
切

関
与
し
ま
せ
ん
。
契
約
の
際
は
、
複
数
の
事
業
者
に

管
理
内
容
や
料
金
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

事
業
者
登
録
に
つ
い
て

　
登
録
事
業
者
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

空
き
家
の
管
理
に
必
要
な
業
務
を
し
て
い
る

人
で
要
件
を
満
た
す
人
は
、
建
築
住
宅
課
の

窓
口
で
登
録
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

空
き
家
の
管
理
と
は

　
外
観
調
査
、
庭
な
ど
の
除
草
、
樹
木
の
伐

採
、
宅
内
清
掃
、
宅
内
通
風
・
通
水
、
家
屋

修
繕
・
解
体
、
そ
の
他
空
家
な
ど
を
適
正
に

管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
ま
た
は
活
動

登
録
で
き
る
事
業
者
の
要
件

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
事
業
者

①
市
内
に
本
店
、
支
店
な
ど
の
事
業
所
を
お

い
て
い
る
法
人
、
団
体
ま
た
は
個
人

②
空
き
家
の
管
理
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と

③
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
構
成
員
に
暴
力
団
員
が
い
な
い
こ
と

鳥獣被害防止対策に補助金を交付します

▲

申し込み・問い合わせ　農林水産課　☎73－3040

【
三
豊
市
農
林
水
産
業
振
興
事
業
】

　
イ
ノ
シ
シ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
・
ニ
ホ
ン
ザ

ル
な
ど
に
よ
る
農
業
被
害
を
防
ぐ
た
め
、

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

　
購
入
後
の
申
請
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
補
助
金
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、

必
ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

申
し
込
み
期
限
　

　
令
和
５
年
１
月
31
日
（
火
）

【
地
域
ぐ
る
み
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業
】

　
継
続
し
て
鳥
獣
被
害
対
策
を
実
施
す
る

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
・
多
面

的
機
能
支
払
交
付
金
の
協
定
集
落
お
よ
び

農
家
を
含
む
自
治
会
を
支
援
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
地
域
ぐ
る
み
で
組
織
的
に

「
農
地
を
含
ん
だ
侵
入
防
止
柵
の
整
備
」

「
鳥
獣
捕
獲
」「
鳥
獣
被
害
対
策
勉
強
会
」

の
全
て
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
条
件
で

す
。
事
業
実
施
に
は
他
に
も
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
集
落
防
護
柵
設
置

侵
入
防
止
柵
な
ど
の
設
置
に
対
す
る
資

材
費
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
率
　
事
業
費
の
10
／
10
（
年
度
上

限
補
助
金
額
１
5
０
万
円
）

●
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
む

鳥
獣
被
害
防
止
対
策

補
助
率
　
事
業
費
の
１
／
２
（
年
度
上

限
補
助
金
額
50
万
円
）

対
象
経
費
　
捕
獲
器
材
、
追
払
機
材

の
導
入
　

　事
業
計
画
提
出
期
限
　
11
月
30
日（
水
）

事 業 名 事 業 内 容 補　助　率

被害対策用
ネット等
設置事業

狩猟免許
取得補助事業

駆除用罠具等
購入補助事業

市内在住者が市内に所有する
水田・畑の農作物をイノシシ
などから守るための金網・ネッ
ト・電気柵などを設置する経
費に対して補助します（材料
費のみ。対象外あり）。

狩猟免許を新規に取得し、市
鳥獣被害対策実施隊員として
活動する意思がある市内在住
者に対して経費を補助します。

事業費の10/10 以内
事業費に含まれるもの（受験申請時に
おける診断書発行料、予備講習会受講
料、試験代）
※対象者には農林水産課から連絡します。

市内在住の有害鳥獣捕獲許可
者などがくくりわな、箱おりなど
を購入する経費を補助します。

事業費（他の補助金を控除した額）の
1/2 以内
補助金限度額　　２０万円
事業費（他の補助金を控除した額）の
2/3 以内
受益戸数２戸以上の場合で、一体的に
整備する場合のみ対象
補助金限度額　　３０万円

事業費の１/２以内（限度額あり）

▲ワイヤーメッシュ柵

▲電気柵

お知らせ

▲

問い合わせ　建築住宅課　☎73-3044
空き家の適正管理をお願いしますくらしくらし


